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◆自転車の「路肩走行指導強化」社会実験を行う区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆対象区間の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象区間の歩道は狭く、自転車通行可ではありません。

歩道逆走・並進（違反）
歩道逆走（違反）

小学生が自転車をよける様子

歩道逆走・並進（違反） 歩道逆走・傘差し運転（違反）
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◆国道 159 号（浅野川大橋～東山～山の上区間）の交通安全対策イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「路肩走行指導強化帯」は、道路交通法で定められた自転

車の走行位置である車道左側端を明確化するものであり、

自転車専用通行帯ではありません。 


